
 

 

第３１回新型コロナウイルス感染症対策本部会議 

 

  日 時 令和３年１月１３日（水） 

                   １０時～ 

会 場 庁議室兼防災対策室 

 

１ 新型コロナウイルス感染症に伴う本市の対応について 

 

２ その他 



福島市における当面の対応（案） 

                            令和３年１月１３日              

福 島 市 
 

１．基本的な対応方針 

① 福島県からの協力要請を速やかに市民・事業者へ周知し、感染拡大防止に繋げる。 

② 引き続き市民の皆様へ感染防止に係る厳重警戒をお願いする。 

③ 感染拡大防止のため、引き続き医療体制の整備に努める。 

④ 地域の総力を結集して乗り越える 
 

２．福島県新型コロナウイルス緊急対策と本市の厳重警戒体制 

  福島県においては、年末から続く加速度的な感染拡大の結果、県全体の医療提供体制が

危機的な局面を迎えていることから、ステージ３（感染者の急増）相当にあるとの認識の

もと、1 月 13 日から 2 月７日までを期間とする福島県新型コロナウイルス緊急対策を

発表しました。特別措置法に基づき、感染防止対策徹底のため、二つの協力要請、すなわ

ち、①県民への不要不急の外出自粛要請、②飲食店等に対する営業時間自粛の要請、が行

われたところです。 

  福島県にとって、今が正に感染拡大を抑え込む正念場、瀬戸際であり、この危機的局面

を乗り切るためには、福島市も県と協調して取り組んでいかなければなりません。 

本市においては、11 日の新型コロナ緊急警報終了後も、厳重な警戒体制を継続するこ

ととし、市長メッセージ２１により、市民の皆さまへのお願いや施設利用の見直し等をお

伝えしたばかりですが、県の緊急対策に伴い、改めて、本市から、市民の皆さま、事業者

の皆さまにご協力をお願いすることとします。 

営業時間自粛の対象となる飲食店等にご協力をお願いするとともに、市民の皆さまには、

県の要請内容を「市民の皆さまに特にお願いしたいこと」に盛り込み、この内容に十分留

意し、気を緩めず常に高い意識をもって、感染防止対策の徹底をお願いいたします。 

 

【市民の皆さまへ特にお願いしたいこと】 

① 不要不急の外出の自粛をお願いします。特に夜間（午後 8時以降）の外出自粛を徹

底してください。（福島県協力要請） 

② 普段一緒にいない人との飲食などは避け、小人数、短時間でお願いします 

③ マスクなしでの会話は止めてください 

④ つい気が緩む場に注意してください（昼食時、休憩室、更衣室、喫煙室など） 

⑤ 家庭内や身近な人との間でも、基本的な感染防止対策をお願いします 

⑥ 緊急事態宣言の対象地域など感染拡大地域との不要不急の往来を自粛してください。

（福島県協力要請） 

⑦ ⑥の地域からの来訪者と接触する場合も、感染防止に細心の注意を払ってください 

 



３．福島県新型コロナウイルス緊急対策 

（１）福島県からの協力要請（特措法第２４条第９項に基づく協力要請） 

①県民へのお願い 

  令和３年１月１３日（水）から２月７日（日）まで 

 ・緊急事態宣言が発出された地域を始めとする感染拡大地域との不要不急の往来を自粛す

ること。 

・不要不急の外出を自粛すること。 

特に夜間（午後 8時以降）の外出自粛を徹底すること。 

 

②事業者への要請 

 ・対象地域 県内全域 

 ・要請内容 午後８時から午前５時までの時間帯の営業自粛 

（酒類の提供は午後 7時まで） 

 ・対象施設 食品衛生法に基づく飲食店営業許可を受けた以下の施設 

        ・接待を伴う飲食店 

        ・酒類の提供を行う飲食店（カラオケ店を含む） 

 ・対象期間 令和３年１月１５日（金）から２月７日（日） 

       ※1月 13日または 14日から協力した場合は、協力金に算定  
 

（２）新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金について 

①交付対象店舗 営業時間短縮の協力要請に応じた店舗 

②交付額 １日あたり４万円（1/15～2/7 ２４日間の場合９６万円） 

③相談窓口 福島県時短要請コールセンター（平日９時～5時） 

      電話０２４-５２１-８６２２ 

（３）県民割申込の取扱い 

  県民割の新規利用申し込みを一時停止（停止期間は 2月 7日まで） 

（４）学校における対応 

 ①感染リスクの高い学習活動（部活動での実施を含む）の停止 

 ②宿泊を伴う学校行事等の停止 

 ③他校との合同練習会や練習試合の停止 

 ④大学入試等やむを得ない事情による緊急事態宣言対象地域との往来後、2週間の健康観

察など  

 

４．市有施設の利用制限等 

   今後も感染防止対策を徹底するとともに、貸室・貸館等の利用については、当面、定

員の概ね半数程度を上限とするなど、施設の利用状況に応じ、適宜人数制限等を行いま

す。 
 



５．イベント等の取扱い 

   当面、イベント等の内容や市内外の感染状況等を踏まえ、慎重に対応することとし、

オンライン開催等を活用するとともに、イベント等を開催する場合は、下記の感染防止

対策を講じることとします。 
 

【イベント開催時の必要な感染防止対策】 

①マスク常時着用の担保 

②大声を出さないことの担保 

③手洗、消毒、換気 

④密集の回避（入退場や休憩時間における三密の回避） 

⑤身体的距離の確保 

⑥飲食の制限 

⑦参加者の制限（会場定員の概ね半数程度、有症状者の入場防止） 

⑧参加者の把握（感染リスクの拡散防止として、接触確認アプリの利用等） 

⑨演者の行動管理（有症状者は公演・練習に参加しない） 

⑩イベント前後の行動管理（交通機関・飲食店等の分散利用） 
 

６．学校における感染拡大防止対策の徹底について 

  県教育委員会より、「新しい生活用様式」を踏まえた学校の行動基準における対応を、

感染リスクが高い学習活動の停止などを含む“レベル２”に引き上げる旨の通知がありま

した。 

  本市を含む県北地域においては昨年末より“レベル２”の対応を行っていることから、

下記の対応を継続するものとします。 

①感染リスクが高い学習活動の停止 

  ②部活動においては、対外試合及び合同練習は停止、感染防止策を徹底した上で実施 

  ③宿泊を伴う学校行事の停止、高校入試等で緊急事態制限対象区域との往来後 2 週間

の健康観察等の徹底など 



福島市【県の緊急対策に呼応した対応】 福島県【1/12緊急対策】 (参考)東京都

① 不要不急の外出の自粛をお願いします。特に夜間（午後8
時以降）の外出自粛を徹底してください。（福島県協力要請）
② 普段一緒にいない人との飲食などは避け、小人数、短時
間でお願いします。
③ マスクなしでの会話は止めてください。
④ つい気が緩む場に注意してください（昼食時、休憩室、更
衣室、喫煙室など）
⑤ 家庭内や身近な人との間でも、基本的な感染防止対策を
お願いします。
⑥ 緊急事態宣言の対象地域など感染拡大地域との不要不
急の往来を自粛してください。（福島県協力要請）
⑦ ⑥の地域からの来訪者と接触する場合も、感染防止に細
心の注意を払ってください。

・不要不急の外出自粛要請
（特に午後８時以降の徹底）
・緊急事態宣言対象地域を始
めとする感染拡大地域との不
要不急の往来自粛

・不要不急の外出自粛
・特に午後８時以降の徹底し
た自粛

飲食店への要請
・営業時間短縮の要請
営業時間は午後８時まで
酒類の提供は午後７時まで

・営業時間短縮の要請
営業時間は午後８時まで
酒類の提供は午後７時まで

・飲食店に対する営業時間短
縮の要請
営業時間：午前５時～午後８
時
酒類の提供：午前１１時から
午後７時

その他の事業者

県と同様の基準に加えて、下記の対策を実施
①マスク常時着用の担保
②大声を出さないことの担保
③手洗、消毒、換気
④密集の回避（入退場や休憩時間における三密の回避）
⑤身体的距離の確保

緊急事態宣言地域以外の地
域の基準適用

　・収容率要件は、イベント
　　の性質により設定
　・人数制限は、収容人数
　　の５０％（収容人数
　　10,000人以下の場合は
　　5,000人）として上限を
　　設定

・人数の上限５０００人かつ収
容率５０％以下

・貸室・貸館等の利用については、当面、定員の概ね半数程
度を上限とする
・施設の利用状況に応じ、適宜人数制限等

①感染リスクが高い学習活動の停止
②部活動においては、対外試合及び合同練習は停止、感染
防止策を徹底した上で実施
③宿泊を伴う学校行事
④入試等で緊急事態制限区域との往来後の健康観察

※本市を含む県北地域においては昨年末より“レベル２”の
対応を行っている。

「新しい生活用様式」を踏まえ
た学校の行動基準における
対応を、感染リスクが高い学
習活動の停止などを含む“レ
ベル２”に引き上げ。

公共施設

学校

住民への要請

事業者への要請

イベント

福島市・県の対応



 

第５２回福島県新型コロナウイルス感染症対策本部員会議 
次  第 

 

日 時  令和３年１月１２日（火）１６：００～ 

場 所  県庁北庁舎２階 危機管理センター 

災害対策本部会議室 

 

 

１ 開  会 

 

 

２ 議  事 

 

（１） 新型コロナウイルス感染者の状況等について 

（２） 新型コロナウイルス感染拡大防止対策について 

（３） その他 

 

 

３ 閉  会 

 

 

（配布資料） 

【資料１】福島県における新型コロナウイルス感染者の状況等について 

【資料２】福島県新型コロナウイルス緊急対策 

【資料３】福島県新型コロナウイルス感染拡大防止対策（令和３年１月１２日改 

定） 
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所属名 職　名 氏　名 備　考

1 知 事 内　堀　雅　雄

2 副 知 事 鈴　木　正　晃

3 副 知 事 井　出　孝　利

4 総 務 部 部 長 佐　藤　宏　隆

5 危 機 管 理 部 部 長 大　島　幸　一

6 企 画 調 整 部 部 長 橘　　　清　司

7 避 難 地 域 復 興 局 局 長 安　齋　浩　記

8 文 化 ス ポ ー ツ 局 局 長 野　地　　　誠

9 生 活 環 境 部 部 長 渡　辺　　　仁

10 保 健 福 祉 部 部 長 戸　田　光　昭

11 こ ど も 未 来 局 局 長 佐々木　秀　三

12 商 工 労 働 部 部 長 宮　村　安　治

13 観 光 交 流 局 局 長 國　分　　　守

14 農 林 水 産 部 部 長 松　崎　浩　司

15 土 木 部 部 長 猪　股　慶　藏

16 出 納 局 局 長 阿　部　雅　人

17 原子力 損害 対 策 担当 理 事 高　荒　由　幾

18 企 業 局 局 長 安　達　和　久

19 病 院 局 局 長 伊　藤　直　樹

20 教 育 委 員 会 教 育 長 鈴　木　淳　一

21 警 察 本 部 本 部 長 和　田　　　薫

○
福 島 県 感 染 症 対 策
ア ド バ イ ザ ー

県立医科大学教授 金　光　敬　二

所属名 職　名 氏　名 備　考

1
新型コロナウイルス感染
症 対 策 本 部

事 務 局 次 長 三　浦　　　爾

2
新型コロナウイルス感染
症 対 策 本 部

総 括 担 当 次 長 中　島　　　博

3
新型コロナウイルス感染
症 対 策 本 部

総 括 班 長 境　野　浩　義

4
新型コロナウイルス感染
症 対 策 本 部

総括班長（兼）
医 療 対 策 班 長

金　成　由美子

5
新型コロナウイルス感染
症 対 策 本 部

医 療 対 策 班 長 熊　谷　光　彦

第52回新型コロナウイルス感染症対策本部員会議名簿

【事務局】
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出 納 局 長 ○ ○ ○ ○ 土 木 部 長

警 察 本 部 長 ○ ○ ア ド バ イ ザ ー

病 院 局 長 ○ ○ ○ ○ 企 業 局 長

保健福祉部長 ○ ○ 教 育 長

（ 事 務 局 長 ）

○ ○ ○ ○

総 務 部 長 ○ ○ 危機管理部長

観光交流局長 ○ ○ ○ ○ こども未来局長

企画調整部長 ○ ○ 生活環境部長

○ ○ ○

農林水産部長 ○ ○ 商工労働部長

　

入　口 入　口

報
道
機
関
ス
ペ
ー

ス

文化 ス ポ ー ツ
局 長

第52回福島県新型コロナウイルス感染症対策本部員会議　座席表

【 危 機 管 理 セ ン タ ー 災 害 対 策 本 部 会 議 室 】

システム操作卓
鈴木副知事
（副本部長）

知事
（本部長）

井出副知事
（副本部長）

避 難 地 域
復 興 局 長

原 子 力 損 害
対策担当理事

システム機器類
（ＴＶ会議装置等）９面マルチディスプレイ

○ ○ ○

（福島県立医科大学）
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【感染者の状況】

○陽性者数と内訳

陽性者数 289人

（うち死亡者数　10人） ） 　（うち重症者数　　　　　　 7人 ）

宿泊療養施設入所者数 66人

（性別） 退院・退所者数（死亡者含む） 921人

男性

女性 【病床等の確保状況】

（年代別） 確保病床数 469床

10歳未満 　（うち重症者用病床数 42床 ）

10代 病床利用率 61.6%

20代 宿泊療養確保室数 160室

30代

40代

50代 65,886件

60代

70代

80代 （参考）

30人

172人

174人

692人

584人

34人

88人

261人

※空港検疫、チャーター便帰国者、クルーズ船乗員・乗客を
除く

※令和3年1月11日0時時点（厚生労働省情報）

75人

90代 25人 国内の陽性者数 284,579人

【検査の状況】

201人 R2/1/26～R3/1/11累計

153人
※退院のための検査、チャーター機帰国者、クルーズ船
乗客等を除く

93人

福島県における新型コロナウイルス感染者の状況等について
令和3年1月11日現在

○入退院の状況

1,276人 入院者数（入院予定を含む）

資料１
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令和3年1月11日現在

R2.12.24, 43人

R3.1.9, 46人

1,276
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※折線グラフ（緑）は、当該日の病床

（入院患者）利用率（％）

※折れ線グラフ(青)は

新規陽性者数累計(人)

新規陽性者数累計
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令和3年1月11日現在

R2.12.24, 43
39

46

28

23

R3.1.10, 13.27人
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R2.12.24, 210人

R3.1.11, 289人

R2.12.24, 44.8%

R3.1.5, 53.1%
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※折線グラフ（緑）は、当該日の病床

（入院患者）利用率（％）

※折れ線グラフ(青)は人口10万人あたりの1週間の感染者数の推移(人)

（令和2年12月1日～令和3年1月11日）

（令和2年12月1日～令和3年1月11日）

25％
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令和3年1月11日現在
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人口10万人あたりの全療養者数の推移

（令和2年12月1日～令和3年1月11日）
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参考指標 ※カッコ内は福島県の数値

監視
体制

うち重症者用
病床

①最大確保病床の
　占有率

1/5（20％)以上

現時点の確保病床数占
有率

（10/50床以上）
（入院者、自宅・宿泊療
　養者等を合わせた数）

1/4(25％)以上
(118/469床以上)

②現時点の確保病床
　数占有率

（277人以上） （277人以上）

1/4(25％)以上

(11/42床以上)

現時点の確保病床数占
有率

①最大確保病床の
　占有率

人口10万人あたりの
全療養者数

1/2(50％)以上 1/2(50％)以上 25人以上

（235/469床以上） （25/50床以上） （462人以上） （462人以上）

※１ ※１ ※２ ※３　※４ ※２　※３ ※３ ※３　※５

① 16.0%
59.1% ② 19.0%

210件 直近  210人 66人

5,295件 先週  104人 210人

※１ ※１ ※２ ※３　※４ ※２　※３ ※３ ※３　※５

① 16.0%
61.2% ② 19.0%

242件 直近  242人 66人

6,131件 先週  97人 242人

※１ ※１ ※２ ※３　※４ ※２　※３ ※３ ※３　※５

① 14.0%
60.8% ② 16.7%

245件 直近  245人 64人

5,904件 先週  112人 245人

※１ ※１ ※２ ※３　※４ ※２　※３ ※３ ※３　※５

① 14.0%
61.6% ② 16.7%

243件 直近  243人 72人

5,912件 先週  126人 243人
注　※

※１ 　本県の現状病床数には入院予定を含む。

※２ 　人口については、国推計人口「都道府県，男女別人口及び人口性比－総人口，日本人人口(2019年10月1日現在)」により算定（1,846千人）。

※３   直近１週間の累計により算定。

※４ 　ＰＣＲ陽性率のうち、陽性者には抗原検査による判明者を含む。

※５ 　感染経路不明割合のうち、経路不明には調査中（県外感染疑いを含む）を含む。

355人 243人
(1月11日現在)

「病床のひっ迫具合」の「病床全体」については、本県においては既に病床確保計画上の感染ピーク時病床数（３５０床）を上回る４６９床を確保しているため、「最大
確保病床の占有率」ではなく、「現時点の確保病床数占有率」を指標として設定。
　また、「うち重症者用病床」については、現時点では、病床確保計画上の感染ピーク時病床数（５０床）の確保に至っていないため、「最大確保病床の占有率」と「現
時点の確保病床数占有率」の両方を指標として設定。

50%

+ 145名

ステージⅢ

人口10万人あたりの
全療養者数
　　　15人以上

10%

15人／10万人
／週以上

直近１週間が
先週１週間よ
り多い

ステージⅣ 10%

25人／10万人
／週以上

直近１週間が
先週１週間よ
り多い

50%

医療提供体制等の負荷 感染の状況

病床のひっ迫具合　※
療養者数

ＰＣＲ
陽性率

新規報告数
直近１週間
と先週１週
間の比較

感染経路
不明割合

病床全体

本県の現状 16.96人 4.0% 11.38人 + 106名 31.4%

277床 8床 313人

27.3%

287床 8床 329人 242人
(1月9日現在)

210人
(1月8日現在)

本県の現状 18.31人 4.1% 13.27人

本県の現状 17.82人 3.9% 13.11人

(1月10日現在)

+ 133名 26.1%

285床 7床 338人 245人

本県の現状 19.23人 4.1% 13.16人 + 117名 29.6%

289床 7床
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福島県内の感染状況と医療提供体制について
令和３年１月12日福島県新型コロナウイルス感染症対策本部

■R２年12月31日までの感染者数 956人

■R３年１月11日までの感染者数 1,276人

■R２年12月31日の病床利用率 39.7％

■R３年 １月11日の病床利用率 61.6％（予定含む）

1.55倍

⇒今年１月に入ってから、平均して約30名/日の新規感染者が
確認され、感染拡大のスピードが早まっています。

◉感染防止対策の強化（不要不急の外出自粛要請、酒類を提供する飲食店等への営業時間短縮要請等）

◉医療提供体制の強化（即応病床の拡大、宿泊療養施設の増設、受入医療機関への支援等）

〇感染者の急増により、患者対応医療機関を始め、地域医療への負荷が生じています。

〇コロナ対応を更に進める上では、一般医療への影響が生じうる状況となっています。

〇県全体で医療提供体制を支える必要があります。

感染状況－新規感染者数の推移－

320人増

医療提供体制－入院患者の病床利用率の推移－

医療崩壊を防ぐための取組が必要

⇒感染者の増大に伴い、病床利用率は60％を超えています。

⇒60％超は、確保病床469床に対する割合です。即応病床（約
300床）で見ると、病床利用率は90％を超えています。

危機的状況
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福島県新型コロナウイルス緊急対策
令和３年１月12日福島県新型コロナウイルス感染症対策本部

事業者の皆さまへのお願い

■内 容 午後８時～午前５時までの時間帯の

営業自粛（酒類の提供は午後７時まで）

■対 象 接待を伴う飲食店・ 酒類の提供を行う飲食店

■地 域 県内全域 (カラオケ店を含む）

■期 間 １月15日(金)～２月７日(日）

■協力金 １日当たり４万円

■相談窓口 福島県時短要請コールセンター（平日のみ）

電話024-521-8622（受付時間9時～5時）

〇「不要不急の外出自粛（特に午後８時以降の徹底）」

をお願いします。

〇あわせて、「緊急事態宣言対象地域を始めとする感染

拡大地域との不要不急の往来自粛」をお願いします。

■期間 １月13日（水）～２月７日（日）

■県民割申込みの取扱い 県民割の新規利用申込みを一時停止します。停止期間は２月７日（日)まで。
■学校における対応 ・感染リスクの高い学習活動（部活動での実施を含む）の停止

・宿泊を伴う学校行事等の停止 ・他校との合同練習会や練習試合の停止
・大学入試等やむを得ない事情による緊急事態宣言対象地域との往来後

２週間の健康観察 など

感染拡大防止、医療提供体制の負荷軽減のため、以下の協力を特別措置法に基づき要請します。

◉ 不要不急の外出自粛要請

◉ 午後８時～午前５時までの時間帯の営業自粛要請（接待を伴う飲食店、酒類を提供する飲食店等）

県民の皆さまへのお願い

そ
の
他
の
対
応

資料２

※1月13日または14日から
協力いただいた場合は当該
日を始期として算定する。
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